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1995 年の兵庫県南部地震では死者 6,433 人，負傷者 43,792 人，全壊住家 104,906 棟という甚

大な被害が発生し，犠牲者の死因約 8 割は建物倒壊や家具の転倒・落下を原因するものであった．

この事実は，新耐震設計基準(1981 年施行)を満たさない｢既存不適格建築物｣と呼ばれている脆弱

な建物群の存在を明らかにし，これらへの耐震化対策の実施が地震防災上の最重要課題であるこ

とを示した．現在，東海地震・東南海地震・南海地震・首都直下地震などの巨大地震の発生が懸

念されているが，脆弱な建物に対して耐震補強や建て替えなどの対策を実施しない限り，これら

の地震による犠牲者を減らすことはできない．今後はますます住民による自発的な住家の耐震化

対策を促していく必要がある．本論文は，脆弱な住家の耐震化対策に対してインセンティブを導

入し, 住宅所有者による自発的な耐震化対策の実施を促すための方法について検討を行っている． 
 
 第 1 章「序論」では，上記のような研究の背景と目的を述べ，研究の位置づけと構成を説明し
ている． 
 第 2 章「脆弱建物の耐震補強推進策の体系化」では，民間住宅の耐震補強工事にインセンティ
ブを与える環境に焦点をあて，まず初めに我が国における現行の推進制度と新たに提案されてい

る政策案を整理した．次に，現行制度の枠組みにとどまらない新たな耐震補強推進策の開発を目

的として，米国カリフォルニア州における現行の耐震化対策の推進制度についての現地調査を行

い，日米の建物特性や周辺制度の違いを考慮した上での耐震化推進環境の比較を行った．  
 第 3 章「住宅の耐震補強工事に対する居住者の意識構造に関する分析」では，関東地域の戸建
て住宅の所有者を対象としたアンケート調査を実施し，住宅の安全性や継承に関する意識，耐震

補強工事の実施意欲に関する回答を得た．これらの結果を世帯や住宅の様々な状況を踏まえて分

析し，耐震化対策に対して関心の高い層を把握するとともに，耐震補強工事の実施意欲に影響を

与えるプラス要因とマイナス要因も明らかにした．また，耐震補強工事に関する不安要因や情報

の入手プロセスも分析し，自発的な耐震補強の実施を誘導するための方法について検討を行った．  
 第 4 章「兵庫県南部地震での住宅被災者に対する公助の実態分析」では，住宅の耐震化対策に
おける公助・共助・自助のバランスのあり方を考えるために，兵庫県南部地震後に住宅被災者に

対して行われた公助と共助の実態を調査し，住宅被害・被災後の住宅復興パターン・世帯主の収

入に応じた公助・共助のモデルケースを作成した．この結果，仮設住宅の提供などの現物支給以

外にも，住宅被災者一世帯あたりに対してかなり高額の公的支援がなされたことがわかった．地

震後のこのような公的支出を回避するためにも，住宅の耐震化等の事前の地震被害軽減対策の推

進が非常に重要であることが示された． 
第 5 章「自治体による保証に基づく耐震補強奨励制度の効果に関する基礎的分析」では，脆弱

建物の耐震補強を推進するための新たな公的戦略として「事前に耐震補強を行い，『しかるべき耐



震補強を済ませた』と判断された建物について，その建物が地震被害を受けた場合に，行政が再

建・補修費用の一部を支援する制度」を提案した．現行の耐震診断や耐震補強への助成制度は事

前に多額の財源を確保する必要があるのに対し，本提案制度では事前の財源負担を要しない．ま

た，補強状況を審査した上で耐震性能を保証するため，手抜き工事や悪徳業者を排除することが

でき，定期的に補強後の建物強度をチェックする仕組みづくりにも寄与しうる．ここでは，地震

動の異なる様々な地域に立地する持ち家木造住宅 1 万棟を対象として，制度の導入による住民・
行政側の費用負担の軽減効果と地域ごとに想定される地震動の関係を詳細に分析し，補強したに

も関わらず被災した建物への妥当な支援額について検討した．これにより，条件によっては，保

証制度に基づき全壊時に耐震補強費用の 5～7 倍といった多額の支援金を支給したとしても，制
度の普及によって行政負担総額を軽減できることが明らかとなった． 
第 6 章「自治体による保証に基づく耐震補強奨励制度の実地域での運用に関する分析」では，

ケーススタディーエリアとして静岡県を取り上げ，「自治体による保証に基づく耐震補強奨励制

度」の導入効果をシミュレーションした．東海地震の想定地震動分布と県内の建物分布データに

基づき，地震前までに制度が普及した場合を想定して，制度の導入による住民や行政の地震前後

の費用負担の軽減量を推計した．この結果，提案制度に基づき，補強したものの被災した建物へ

支援金を支払ったとしても，本制度の普及により行政側・住民側の地震前後での費用負担の総額

は大きく軽減されることがわかった．これは制度の普及に対する住民および行政への大きなメリ

ットと言える．  
第 7 章「耐震化対策へのインセンティブ付与に対する住民意識の分析」では，関東地域の戸建

て住宅の所有者を対象としたアンケート調査結果より，耐震性能の低い木造戸建住宅の耐震補強

工事の実施にインセンティブを付与するための諸制度に対する所有者の意向を分析した．世帯の

属性に応じてより魅力的に捉えられるインセンティブの提供方法について検討した結果，「自治体

による保証に基づく耐震補強奨励制度」は広い世代に支持されるとともに，特に 60 歳代の住宅
所有者からの賛同が得やすいことがわかった． 
第 8 章「トルコ共和国における耐震補強奨励制度の検討」では，ケーススタディーエリアとし

てトルコ共和国イスタンブールを取り上げ，我が国における第 7 章までの研究成果を踏まえた上
で，イスタンブールの実情に適した形で脆弱建物の耐震化対策を推進するための方策を検討した．

まずはトルコ共和国において耐震補強対策が進まない理由を分析し，耐震化対策の推進のための

公的戦略として「自治体による保証に基づく耐震補強奨励制度」の導入を提案した．シナリオ地

震が発生した場合の制度導入の効果を分析した結果，現行の全壊住宅被害者への恒久住宅の供与

を継続した場合，制度導入による地震前後での住民負担総額の軽減効果は一部の地震動の強い地

域に限られた．しかし，提案制度の普及と耐震補強の低コスト化を同時に進めることにより，イ

スタンブール全域の住民に対する負担総額を軽減できることがわかった．また，行政側の負担額

に着目した場合には，現行の恒久住宅供与制度の廃止と提案制度の導入を同時に進めることによ

り，更なる行政負担額の軽減が実現できることが明らかになった．我が国において得られた知見

を現地の実情に即した形で応用することにより，脆弱建物の耐震化を効果的に推進できる可能性

が示唆された． 
第 9 章「住まいに関わる自助・共助・公助の望ましいあり方に関する検討」では，地震発生の

前後での住まいに関する自助・共助・公助の具体的な内容を整理し，今後の課題を検討した．自



助努力を伴わない地震後の手厚い公助の提供は，イスタンブールの事例に見られるように，事前

の自助努力へのインセンティブをなくさせ，財源の問題も生じる．地震前の公助としては耐震化

対策への助成・融資があるが，耐震性が不十分な建物が全国に膨大な量存在していることを考え

れば，財政負担がかからない形での自助努力へのインセンティブ導入に重点を置く必要がある．

耐震補強工事などの事前の自助努力をした場合には，自助努力を行わなかった場合に比べて，事

後の自助・共助・公助は大幅に軽減できる．今後はますます自助努力にインセンティブを与える

効果を有する公助・共助が必要であることが示された． 
第10章「結論」では，本研究全体を通して得られた成果を総括し，今後の課題を示している． 
以上のように本論文は，脆弱な住家の耐震化対策が進展しない現在の状況を多面的に調査分析

するとともに，これを進展させるための新しい考え方を示し，それに対する住民の意識調査を行

ったものである．その結果，本研究で提案する行政によるインセンティブ制度は，将来の地震被

害を大幅に軽減できるだけでなく，住宅所有者と行政の両者の視点から経費を削減することが証

明され，住宅所有者による自発的な耐震化対策の実施を促すための新しい制度になりうることが

示された．わが国の地震防災上の重要課題の解決に向けた重要な研究成果と評価できる． 

よって本論文は博士（工学）の学位請求論文として合格と認められる． 
 


